


 労働者を雇い入れた時には、賃金、労働時間等の労働条件を書面の交付等により明
示しなければいけません（図1参照） 。

 労働者が希望した場合には、①ファクシミリの送信、②電子メール等の送信（当該
労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができ
るものに限る。）により明示することができます。

 6か月契約、1年契約などの期間の定めのある契約（有期労働契約）を結ぶ場合には、
契約更新の都度、労働条件の明示（書面の交付等）が必要です。

 上記以外の場面においても、労働契約の内容について、できる限り書面で確認しま
しょう（労働契約法第4条第2項）。
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労働契約法第4条第2項
労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある労働契約に関す
る事項を含む。）について、できる限り書面により確認するものとする。



 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長
に届け出なければなりません。

 就業規則を変更した場合にも、労働基準監督署長に届け出てください。

 「10人以上の労働者」には、介護労働者はもちろん、事務職員・管理栄養士等介護
労働者以外の労働者、短時間労働者・有期契約労働者等のいわゆる非正規労働者も
含まれます。

 就業規則は、非正規労働者も含め、事業場で働くすべての労働者に適用されるもの
でなければなりません。

 労働時間や賃金に関する事項等については、必ず規定する必要があります（図2参
照）。

 作成した就業規則は、常時事業場内の各作業場に掲示し、又は備え付ける等の方法
により労働者に周知しましょう。
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 労働時間とは、使用者の指揮監督の下にある時間をいい、介護サービスを提供して
いる時間に限るものではありません。

 事業場・利用者宅の相互間を移動するための移動時間についても労働時間に該当し、
使用者は適正にこれを把握、管理する必要があります（図3参照）。

 その他、次のような時間について、労働時間として取り扱っていない例がみられま
すが、労働時間として適正に把握、管理する必要がありますので留意してください。

• 交代制勤務における引継ぎ時間
• 業務報告書等の作成時間
• 利用者へのサービスに係る打ち合わせ、会議等の時間
• 使用者の指揮命令に基づく施設行事等の時間とその準備時間
• 研修時間（使用者の明示的な指示に基づいて行われる場合、明示的な指示がな
い場合であっても実質的に使用者から出席の強制があると認められるときは、
労働時間に該当）
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 原則として、1週間に40時間（※） 、1日に8時間を超えた労働は時間外労働となり
ます。また、法定休日（少なくとも与えなければならない毎週1日の休日又は4週間
を通じて4日の休日）の労働は休日労働となります。
※労働者数10人未満の保健衛生業（社会福祉施設等を含む）については、特例措置
対象事業場として、 1週間に44時間を超えた労働が時間外労働となります。

 時間外労働・休日労働を行わせる場合には、時間外労働・休日労働に関する労使協
定（36協定）を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。

 36協定で定めることのできる時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時
間（対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象労働者は、月42時
間・年320時間）です。

 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）には、年6か月まで
月45時間を超えることができますが、その場合でも時間外労働は年720時間以内、
時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2か月～6か月を平均して月80時間
以内としなければなりません（図4参照）。
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 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも
1時間の休憩が、労働時間の途中に必要です。

 休憩は、労働者の自由に利用させなければなりません。

 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。
（4週間を通じ4日の休日を与えることも認められます。）

 この「休日」とは、単に連続24時間を指すのではなく、原則として暦日（午前0時
から午後12時まで）をいいます。

 したがって、いわゆる「夜勤明け」の日は、法定休日には該当しませんので注意し
てください（図5参照）。
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 労働時間に応じた賃金の算定を行う場合（時給制などの場合）には、交代制勤務に
おける引継ぎ時間、業務報告書の作成時間等、介護サービスに直接従事した時間以
外の労働時間も通算した時間数に応じた算定をしてください（図6参照）。

 時間外労働に対しては、25％以上（※）の割増賃金、休日労働に対しては、35％以
上の割増賃金、深夜業（午後10時から午前5時までの労働）に対しては、25%以上
の割増賃金を支払わなければなりません（図7参照） 。
※1か月に60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は50％以上

 割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当た
りの賃金額」ですが、基礎となる賃金から除外することができるのは、 ①家族手当
②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当⑥臨時に支払われた賃金⑦1か月
を超える期間ごとに支払われる賃金に該当するものに限られます。
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 賃金は、地域別最低賃金以上（広島県時間額930円（※））の金額を支払わなけれ
ばなりません。※毎年10月頃改定されます。

 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者に対
して適用される最低賃金として、都道府県ごとに定められています。

 最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したも
のが対象となります（図8参照） 。

【最低賃金の対象とならない賃金】
（1）臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
（2）1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
（3）所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金

など）
（4）所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など）
（5）午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常

の労働時間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など）
（6）精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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 非正規雇用労働者も含め、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者
に対しては、年次有給休暇を与えなければなりません（図9参照）。

 所定労働日数が少ない労働者に対しても、所定労働日数に応じた年次有給休暇を与
える必要があります（図10参照） 。

 労使協定により、年次有給休暇について、5日の範囲内で時間を単位として与える
ことができます。

 法定の年次有給休暇が10日以上付与される労働者について、年5日以上の年次有給
休暇を確実に取得させなければなりません（対象労働者には、管理監督者や有期雇
用労働者も含まれます。）。

 労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存する必要があります。
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 やむを得ず労働者の解雇を行う場合には、少なくとも30日前までの予告が必要です。
30日前までに予告を行わない場合には、予告から解雇までの日数に応じた解雇予告
手当（平均賃金）を支払う必要があります（図11参照）。

 有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも30日前までに雇止めの予告が必要
です。
※有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている
労働者に係るものに限り、あらかじめ更新しない旨明示されているものを除きます
（図12参照）。

 実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待す
ることが合理的であると考えられる場合、使用者が雇止めをすることが、「客観的
に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないとき」は、雇止めが認めら
れません。従来と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。

 労働者から請求があった場合には、解雇・雇止めの理由等について、証明書を交付
する必要があります。
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